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第一次熊本県肝炎対策中期計画について（概要） 

 

平成２９年６月９日  

健康危機管理課  

１ 第一次熊本県肝炎対策中期計画について                 

(1) 作成の目的 

県民の健康面における安心・安全、その中でも特にウイルス性肝炎対策

に寄与すること。 

(2) 作成の経緯 

これまで国の定める「肝炎対策基本法」及び「肝炎対策の推進に関する

基本的な指針」に加え、「第６次熊本県保健医療計画」に基づきウイルス性

肝炎対策に取り組んできた。 

今般、国は治療法の急激な進展等も踏まえ、効率的な肝炎対策を実施す

るためには、地域の実情に応じた施策を講ずることが必要として、各自治

体により効果の高い取組みの立案とその提出を求めることとなった。 

(3) 期間 

５年間（平成２８年度～３２年度）。国の「肝炎対策の推進に関する基

本的な指針」見直し時期に同期。 

(4) 計画の範囲 

ウイルス性肝炎対策に関すること 

(5) 計画の現状 

本計画については平成２８年度肝炎対策協議会（平成２８年９月３０日

開催）にて協議会委員への提案、意見徴取を行い、当該意見の結果を踏ま

えた微修正（※）が終了したところ。内容は次頁「（６）内容」参照のこ

と。 

 

※②肝炎ウイルス検査については、受検者数を向上させることも重要で

あるが、同時に受診率・受療率の向上も併せて図ることが肝要である。 

(6) 内容 

国が提示する５つの主要施策（柱）のうち、県で実施するものを４つ（“研

究”以外。以下①～④）とし、それぞれに方針とスケジュールを設定。 

 

①体制整備 

【目的】肝炎ウイルス検査の受検から、治療実施までを確実に実現する 

【現状】「肝炎ウイルス受検から受診、受療までに必要な医療機関（登 

録制）には地域差があり、結果として県民の利便性に差がある 
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のでは」との指摘がある 

【取組み方針】医療機関の登録状況を共有し（H２８年度）、その後、今 

後の方向性を関係機関と共に検討（H２９年度）する 

②肝炎ウイルス検査 

【目的】陽性者の早期発見、早期治療に繋げる 

【現状】保健所、委託医療機関等で肝炎ウイルス検査を実施しているが、 

    受験者数は伸び悩んでいる 

【取組み方針】１．受検者数、陽性率、地域、年齢分布等の見える化（H 

３０年度）、２．受検者数、受診率・受療率の向上（具 

体的数値は今後決定）、３．申請手続きの簡素化（H２９ 

度）を実施する 

③医療費助成 

【目的】早期治療の促進と将来の肝硬変、肝がん等を予防する 

【現状】随時、国で更新・追加される治療法等を熊本県でも導入してい 

    るが、申請手続きが煩雑であるとの声がある 

【取組み方針】１．今後とも迅速な導入を行う（随時）、２．マイナン 

バー制度導入等による申請手続き等の簡素化（H３１年 

度）を検討する。 

④普及啓発 

【目的】患者等への支援、陽性者への受診勧奨、県民への啓発活動など 

をより効果的に実施する 

【現状】これまでも、複数の普及啓発活動に取り組んできたものの、各々 

が単独の取組みとなりがちで、活動指標の設定も行っていない 

ものが多かった。 

【取組み方針】熊大病院が中心となってこれまで実施してきた取組み 

（小事業）を含めて１．見直し・整理を行い、２．当該 

小事業各々に活動指標・活動時期を定義して、より計画 

的で相乗効果を生み出す効率的な活動とする 


